
1/3  

川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 ○川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 

平成24年12月14日条例第76号 平成24年12月14日条例第76号

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第13条 養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置くものとし、その職員の員数はそれぞれ当該各

号に定めるとおりとする。ただし、特別養護老人ホームに併設する入所定員50人未満の養護老人ホーム

（併設する特別養護老人ホームの栄養士との連携を図ることにより当該養護老人ホームの効果的な運

営が見込まれ、かつ、入所者の処遇に支障がない場合に限る。）にあっては第６号の栄養士を、調理業

務の全部を委託する養護老人ホームにあっては第７号の調理員を置かないことができる。 

第13条 養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置くものとし、その職員の員数はそれぞれ当該各

号に定めるとおりとする。ただし、特別養護老人ホームに併設する入所定員50人未満の養護老人ホーム

（併設する特別養護老人ホームの栄養士との連携を図ることにより当該養護老人ホームの効果的な運営

が見込まれ、かつ、入所者の処遇に支障がない場合に限る。）にあっては第６号の栄養士を、調理業務

の全部を委託する養護老人ホームにあっては第７号の調理員を置かないことができる。 

(１) 施設長 １人 (１) 施設長 １人 

(２) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な員数 (２) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な員数 

(３) 生活相談員 (３) 生活相談員 

ア 常勤換算方法で、入所者の数が30人又はその端数を増すごとに１人以上とすること。 ア 常勤換算方法で、入所者の数が30人又はその端数を増すごとに１人以上とすること。 

イ 生活相談員のうち入所者の数が100人又はその端数を増すごとに１人以上を主任生活相談員とす

ること。 

イ 生活相談員のうち入所者の数が100人又はその端数を増すごとに１人以上を主任生活相談員とす

ること。 

(４) 支援員 (４) 支援員 

ア 常勤換算方法で、一般入所者（入所者であって、指定特定施設入居者生活介護（川崎市指定居宅

サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年川崎市条例第81号）第217

条第１項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）、指定地域密着型特定施設

入居者生活介護（川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成24年川崎市条例第82号）第130条第１項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介

護をいう。以下同じ。）又は指定介護予防特定施設入居者生活介護（川崎市指定介護予防サービス

等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法の基準等に関する条例（平成24年川崎市条例第83号）第205条第１項に規定する指定介護予

防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の提供を受けていないものをいう。以下同じ。）

の数が15人又はその端数を増すごとに１人以上とすること。 

ア 常勤換算方法で、一般入所者（入所者であって、指定特定施設入居者生活介護（川崎市指定居宅

サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年川崎市条例第81号）第217

条第１項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）、指定地域密着型特定施設

入居者生活介護（川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成24年川崎市条例第82号）第130条第１項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護

をいう。以下同じ。）又は指定介護予防特定施設入居者生活介護（川崎市指定介護予防サービス等

の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法の基準等に関する条例（平成24年川崎市条例第83号）第205条第１項に規定する指定介護予防特

定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の提供を受けていないものをいう。以下同じ。）の数

が15人又はその端数を増すごとに１人以上とすること。 

イ 支援員のうち１人を主任支援員とすること。 イ 支援員のうち１人を主任支援員とすること。 

(５) 看護師又は准看護師（以下「看護職員」という。） 常勤換算方法で、入所者の数が100人又は

その端数を増すごとに１人以上 

(５) 看護師又は准看護師（以下「看護職員」という。） 常勤換算方法で、入所者の数が100人又はそ

の端数を増すごとに１人以上 

(６) 栄養士 １人以上 (６) 栄養士 １人以上 

(７) 調理員、事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当な員数 (７) 調理員、事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当な員数 

２ 前項（第１号、第２号、第６号及び第７号を除く。）の規定にかかわらず、視覚又は聴覚に障害のあ

る入所者の数が入所定員の７割を超える養護老人ホーム（以下この項において「盲養護老人ホーム等」

という。）に置くべき生活相談員、支援員及び看護職員については、次に定めるところによる。 

２ 前項（第１号、第２号、第６号及び第７号を除く。）の規定にかかわらず、視覚又は聴覚に障害のあ

る入所者の数が入所定員の７割を超える養護老人ホーム（以下この項において「盲養護老人ホーム等」

という。）に置くべき生活相談員、支援員及び看護職員については、次に定めるところによる。 

(１) 生活相談員 (１) 生活相談員 

ア 常勤換算方法で、１人に、入所者の数が30人又はその端数を増すごとに１人を加えた員数以上と

すること。 

ア 常勤換算方法で、１人に、入所者の数が30人又はその端数を増すごとに１人を加えた員数以上と

すること。 

イ 生活相談員のうち入所者の数が100人又はその端数を増すごとに１人以上を主任生活相談員とす

ること。 

イ 生活相談員のうち入所者の数が100人又はその端数を増すごとに１人以上を主任生活相談員とす

ること。 

資料５
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 改正後 改正前 

(２) 支援員 (２) 支援員 

ア 常勤換算方法で、別表の左欄に掲げる一般入所者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる支援

員の数以上とすること。 

ア 常勤換算方法で、別表の左欄に掲げる一般入所者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる支援

員の数以上とすること。 

イ 支援員のうち１人を主任支援員とすること。 イ 支援員のうち１人を主任支援員とすること。 

(３) 看護職員 (３) 看護職員 

ア 入所者の数が100人以下の盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、２人以上とするこ

と。 

ア 入所者の数が100人以下の盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、２人以上とすること。

イ 入所者の数が100人を超える盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、２人に、入所者

の数が100人を超えて100人又はその端数を増すごとに１人を加えた員数以上とすること。 

イ 入所者の数が100人を超える盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、２人に、入所者の

数が100人を超えて100人又はその端数を増すごとに１人を加えた員数以上とすること。 

３ 前２項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、

推定数とする。 

３ 前２項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、

推定数とする。 

４ 第１項、第２項、第８項及び第10項の「常勤換算方法」とは、当該職員のそれぞれの勤務延べ時間数

の総数を当該養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の

員数に換算する方法をいう。 

４ 第１項、第２項、第８項及び第10項の「常勤換算方法」とは、当該職員のそれぞれの勤務延べ時間数

の総数を当該養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員

数に換算する方法をいう。 

５ 第１項第１号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護

老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができる。 

５ 第１項第１号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護

老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができる。 

６ 第１項第２号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム（当該施設を設置しようとする者に

より設置される当該施設以外の介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第28項

に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。）又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する

支援機能を有するもの（以下この条において「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ、本

体施設とは別の場所で運営される入所定員が29人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同

じ。）の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理

が適切に行われると認められるときは、医師を置かないことができる。 

６ 第１項第２号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム（当該施設を設置しようとする者に

より設置される当該施設以外の介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第27項に

規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。）又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支

援機能を有するもの（以下この条において「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ、本体

施設とは別の場所で運営される入所定員が29人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同

じ。）の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理

が適切に行われると認められるときは、医師を置かないことができる。 

７ 第１項第３号イ又は第２項第１号イの主任生活相談員のうち１人以上は、専らその職務に従事する常

勤の者でなければならない。ただし、指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生

活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームであって、入所者の処遇に支障

がない場合には、当該養護老人ホームが行う当該事業に係る他の職務に従事することができる。 

７ 第１項第３号イ又は第２項第１号イの主任生活相談員のうち１人以上は、専らその職務に従事する常

勤の者でなければならない。ただし、指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生

活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームであって、入所者の処遇に支障

がない場合には、当該養護老人ホームが行う当該事業に係る他の職務に従事することができる。 

８ 指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入

居者生活介護を行う養護老人ホームに置くべき生活相談員の員数については、第１項第３号又は第２項

第１号に定める生活相談員の員数から、常勤換算方法で、１人を減じた員数とすることができる。 

８ 指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入

居者生活介護を行う養護老人ホームに置くべき生活相談員の員数については、第１項第３号又は第２項

第１号に定める生活相談員の員数から、常勤換算方法で、１人を減じた員数とすることができる。 

９ 第１項第４号イ又は第２項第２号イの主任支援員は、常勤の者でなければならない。 ９ 第１項第４号イ又は第２項第２号イの主任支援員は、常勤の者でなければならない。 

10 第１項第５号又は第２項第３号の看護職員のうち１人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、

第１項第５号の看護職員については、サテライト型養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、１人

以上とする。 

10 第１項第５号又は第２項第３号の看護職員のうち１人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、

第１項第５号の看護職員については、サテライト型養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、１人

以上とする。 

11 夜間及び深夜の時間帯を通じて１人以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務（宿直勤務を除

く。）を行わせなければならない。 

11 夜間及び深夜の時間帯を通じて１人以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務（宿直勤務を除

く。）を行わせなければならない。 

12 第１項第３号、第６号及び第７号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホームの生活相談員、

栄養士又は調理員、事務員その他の職員については、本体施設が次に掲げる施設の場合には、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める従業者により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇

が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。 

12 第１項第３号、第６号及び第７号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホームの生活相談員、

栄養士又は調理員、事務員その他の職員については、本体施設が次に掲げる施設の場合には、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める従業者により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇

が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。 

(１) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の従業者 (１) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の従業者 
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 改正後 改正前 

(２) 病院 栄養士（病床数100床以上の病院の場合に限る。） (２) 病院 栄養士（病床数100床以上の病院の場合に限る。） 

(３) 診療所 事務員その他の従業者 (３) 診療所 事務員その他の従業者 

（生活相談員の責務） （生活相談員の責務） 

第23条 養護老人ホームの生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調

整を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。 

第23条 養護老人ホームの生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調

整を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。 

(１) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法第８条第24項に規定する居宅サービス計画又

は同法第８条の２第16項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資するため、同法第８条第24

項に規定する居宅介護支援事業又は同法第８条の２第16項に規定する介護予防支援事業を行う者と

の密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との連携に努めること。 

(１) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法第８条第23項に規定する居宅サービス計画又

は同法第８条の２第16項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資するため、同法第８条第23項

に規定する居宅介護支援事業又は同法第８条の２第16項に規定する介護予防支援事業を行う者との密

接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との

連携に努めること。 

(２) 第28条第２項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。 (２) 第28条第２項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。 

(３) 第30条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った措置についての記録を行うこと。 (３) 第30条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った措置についての記録を行うこと。

２ 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活

相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものとする。 

２ 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活

相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものとする。 

３ 指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入

居者生活介護を行う養護老人ホームであって、第13条第１項第３号の規定に基づく生活相談員を置いて

いない場合にあっては、主任支援員が前２項に規定する業務を行うものとする。 

３ 指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入

居者生活介護を行う養護老人ホームであって、第13条第１項第３号の規定に基づく生活相談員を置いて

いない場合にあっては、主任支援員が前２項に規定する業務を行うものとする。 
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改正後  

○川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 ○川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 

平成24年12月14日条例第77号 平成24年12月14日条例第77号

（職員配置の基準） （職員配置の基準） 

第12条 軽費老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置くものとし、その職員の員数はそれぞれ当該各号に定

めるとおりとする。ただし、入所定員が40人以下又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより

効果的な運営が見込まれる軽費老人ホーム（入所者に提供するサービスに支障がない場合に限る。）にあって

は第４号の栄養士を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームにあっては第６号の調理員を置かないことが

できる。 

第12条 軽費老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置くものとし、その職員の員数はそれぞれ当該各号に定

めるとおりとする。ただし、入所定員が40人以下又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより

効果的な運営が見込まれる軽費老人ホーム（入所者に提供するサービスに支障がない場合に限る。）にあって

は第４号の栄養士を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームにあっては第６号の調理員を置かないことが

できる。 

(１) 施設長 １人 (１) 施設長 １人 

(２) 生活相談員 入所者の数が120人又はその端数を増すごとに１人以上 (２) 生活相談員 入所者の数が120人又はその端数を増すごとに１人以上 

(３) 介護職員 (３) 介護職員 

ア 一般入所者（入所者であって、指定特定施設入居者生活介護（川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年川崎市条例第81号）第217条に規定する指定特定施設入居

者生活介護をいう。以下同じ。）、指定介護予防特定施設入居者生活介護（川崎市指定介護予防サービス

等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

の基準等に関する条例（平成24年川崎市条例第83号）第205条に規定する指定介護予防特定施設入居者生

活介護をいう。以下同じ。）又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護（川崎市指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年川崎市条例第82号）第130条に規定する

指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の提供を受けていない者をいう。以下同じ。）

の数が30人以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、１人以上 

ア 一般入所者（入所者であって、指定特定施設入居者生活介護（川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年川崎市条例第81号）第217条に規定する指定特定施設入居

者生活介護をいう。以下同じ。）、指定介護予防特定施設入居者生活介護（川崎市指定介護予防サービス

等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

の基準等に関する条例（平成24年川崎市条例第83号）第205条に規定する指定介護予防特定施設入居者生

活介護をいう。以下同じ。）又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護（川崎市指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年川崎市条例第82号）第130条に規定する

指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の提供を受けていない者をいう。以下同じ。）

の数が30人以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、１人以上 

イ 一般入所者の数が30人を超えて80人以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、２人以上 イ 一般入所者の数が30人を超えて80人以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、２人以上 

ウ 一般入所者の数が80人を超える軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、２人に実情に応じた適当

な員数を加えた員数 

ウ 一般入所者の数が80人を超える軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、２人に実情に応じた適当

な員数を加えた員数 

(４) 栄養士 １人以上 (４) 栄養士 １人以上 

(５) 事務員 １人以上 (５) 事務員 １人以上 

(６) 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当な員数 (６) 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当な員数 

２ 前項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数

とする。 

２ 前項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数

とする。 

３ 第１項の「常勤換算方法」とは、当該職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該軽費老人ホームにおい

て常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 

３ 第１項の「常勤換算方法」とは、当該職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該軽費老人ホームにおい

て常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 

４ 第１項第１号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホ

ームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 

４ 第１項第１号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホ

ームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 

５ 第１項第２号の生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち１人以上は、常勤の者でなければ

ならない。 

５ 第１項第２号の生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち１人以上は、常勤の者でなければ

ならない。 

６ 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生

活介護を行う軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、第１項第２号の生

活相談員のうち１人を置かないことができる。 

６ 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生

活介護を行う軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、第１項第２号の生

活相談員のうち１人を置かないことができる。 

７ 第１項第３号の介護職員のうち１人以上は、常勤の者でなければならない。 ７ 第１項第３号の介護職員のうち１人以上は、常勤の者でなければならない。 

８ 第１項第３号の介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設等との連携、介護保険サービ８ 第１項第３号の介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設等との連携、介護保険サービ



2/3  

改正後  

ス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、入所者に提供

するサービスに支障がないときは、あらかじめ入所者の全員の同意を得て、当該介護職員のうち１人を置かな

いことができる。 

ス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、入所者に提供

するサービスに支障がないときは、あらかじめ入所者の全員の同意を得て、当該介護職員のうち１人を置かな

いことができる。 

９ 第６項及び前項の規定にかかわらず、生活相談員又は介護職員については、いずれか１人を置かなければな

らない。 

９ 第６項及び前項の規定にかかわらず、生活相談員又は介護職員については、いずれか１人を置かなければな

らない。 

10 第１項第４号の栄養士及び同項第５号の事務員のそれぞれのうち１人は、常勤の者でなければならない。 10 第１項第４号の栄養士及び同項第５号の事務員のそれぞれのうち１人は、常勤の者でなければならない。 

11 第１項第５号の事務員は、入所定員が60人以下の場合又は他の社会福祉施設等を併設する軽費老人ホームの

場合において、入所者に提供するサービスに支障がないときは、事務員を置かないことができる。 

11 第１項第５号の事務員は、入所定員が60人以下の場合又は他の社会福祉施設等を併設する軽費老人ホームの

場合において、入所者に提供するサービスに支障がないときは、事務員を置かないことができる。 

12 第１項第６号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム（当該施設を設置しようとする者により設

置される当該施設以外の介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第28項に規定する介

護老人保健施設をいう。以下同じ。）又は診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの（以下この

項において「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定

員が29人以下の軽費老人ホームをいう。以下この項において同じ。）の調理員その他の職員については、本体

施設が次に掲げる施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める従業者により当該サテラ

イト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認められるときは、調理員その他

の職員を置かないことができる。 

12 第１項第６号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム（当該施設を設置しようとする者により設

置される当該施設以外の介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第27項に規定する介

護老人保健施設をいう。以下同じ。）又は診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの（以下この

項において「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定

員が29人以下の軽費老人ホームをいう。以下この項において同じ。）の調理員その他の職員については、本体

施設が次に掲げる施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める従業者により当該サテラ

イト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認められるときは、調理員その他

の職員を置かないことができる。 

(１) 介護老人保健施設 調理員又はその他の従業者 (１) 介護老人保健施設 調理員又はその他の従業者 

(２) 診療所 その他の従業者 (２) 診療所 その他の従業者 

13 夜間及び深夜の時間帯を通じて１人以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務（宿直勤務を除く。）を

行わせなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、

職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。 

13 夜間及び深夜の時間帯を通じて１人以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務（宿直勤務を除く。）を

行わせなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、

職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。 

（入退所） （入退所） 

第15条 軽費老人ホームの設置者は、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状況、家庭の

状況等の把握に努めなければならない。 

第15条 軽費老人ホームの設置者は、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状況、家庭の

状況等の把握に努めなければならない。 

２ 軽費老人ホームの設置者は、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照ら

し、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、その者及びその

家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他

のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。 

２ 軽費老人ホームの設置者は、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照ら

し、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、その者及びその

家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他

のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。 

３ 軽費老人ホームの設置者は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画（介護保険法第８条第24項に規定

する居宅サービス計画をいう。以下同じ。）又は施設サービス計画（同条第26項に規定する施設サービス計画

をいう。以下同じ。）の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者（同条第24項に規定する居宅介護支

援事業を行う者をいう。第24条第１項第１号において同じ。）又は介護保険施設（同条第25項に規定する介護

保険施設をいう。）の開設者に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携の確保に努めなければならない。 

３ 軽費老人ホームの設置者は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画（介護保険法第８条第23項に規定

する居宅サービス計画をいう。以下同じ。）又は施設サービス計画（同条第25項に規定する施設サービス計画

をいう。以下同じ。）の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者（同条第23項に規定する居宅介護支

援事業を行う者をいう。第24条第１項第１号において同じ。）又は介護保険施設（同条第24項に規定する介護

保険施設をいう。）の開設者に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携の確保に努めなければならない。 

（生活相談員の責務） （生活相談員の責務） 

第24条 軽費老人ホームの生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行

うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。 

第24条 軽費老人ホームの生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行

うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。 

(１) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画（介護保険法第８

条の２第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。）の作成等に資するため、居宅介護支援

事業者又は介護予防支援事業者（同法第８条の２第16項に規定する介護予防支援事業を行う者をいう。）と

(１) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画（介護保険法第８

条の２第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。）の作成等に資するため、居宅介護支援

事業者又は介護予防支援事業者（同法第８条の２第16項に規定する介護予防支援事業を行う者をいう。）と
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の密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連

携を図ること。 

の密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連

携を図ること。 

(２) 第32条第２項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。 (２) 第32条第２項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。 

(３) 第34条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行うこと。 (３) 第34条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行うこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない軽費老人ホームにあっては、介護職員が同項に規定

する業務を行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない軽費老人ホームにあっては、介護職員が同項に規定

する業務を行わなければならない。 


